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一般認証のフロー図（開示文書№8.1-1）

１．初回認証審査 （新たに認証を取得する場合に実施する審査）

○ 認証の申出

ã

◎ 申請に係る打合 認証区分、認証範囲、提出書類等の打合及び見積書の作成

ã

○ 申請書の作成・提出 見積額及び了承事項の確認、同意書の提出、申請書及び申請添付書類の作成、提出

ã

▽ 申請の受付 申請書及び添付書類の記載内容の確認、受理

ã

◎ 認証審査実施計画打合 審査基準、審査実施日、審査場所及び製品試験の実施に関する事項の打ち合わせ

ã

◇ 初回工場審査 書面審査

ã 現地審査、サンプリング及び製品試験（受審工場の試験設備を用いる場合）

ã

▽ 初回製品試験 財団試験所において試験実施

ã

▽ 審査報告書の作成 審査結果に基づき審査報告書を作成

ã

◎ 審査報告書の相互承認 審査報告書を申請者と相互承認

ã

○ 不適合の是正及び報告 不適合事項があった場合、その是正処置及びその報告

ã

▽ 評価判定委員会の開催 審査報告書及び是正報告書に基づき、認証の可否を判定

ã

▽ 認証の決定 判定委員会の判定結果に基づき、認証可否を決定

ã

▽ 認証決定の通知 申請者へ認証可否決定を通知

ã

◎ 認証の契約 認証決定した場合、認証ﾏｰｸ等の使用許諾契約、表示事項等の契約

ã

▽ 認証書の交付 認証取得者に対する認証書の交付

ã

○ 認証ﾏｰｸ等の表示の開始 認証製品に認証ﾏｰｸ等の表示を開始

ã

▽ 認証の公表 認証を行った工場、製品等の情報を公表

○ 申請者が行う行為 ◎ 両者が行う行為 ▽ 財団が行う行為 ◇ 審査員が行う行為

備考 認証範囲の変更を行う場合もこのフローを適用する。この場合、「認証の契約」は「認証の再契約」、「認証書の交付」

は「認証書の再交付」に読み替える。
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２．認証維持審査 （認証を継続するために認証取得者に対して実施する審査）

▽ 認証維持審査実施決定 定期又は臨時維持審査の実施の決定

ã

▽ 認証維持審査実施連絡 認証維持審査の実施を通知

ã

◎ 維持審査実施の打合 定期の場合、審査日等の事前打合せ

ã

◇ 認証維持工場審査 書面審査

ã 現地審査、サンプリング及び製品試験（受審工場の試験設備を用いる場合）

ã

▽ 認証維持製品試験 財団試験所において試験実施

ã

▽ 審査報告書の作成 審査結果に基づき審査報告書を作成

ã

◎ 審査報告書の相互承認 審査報告書を認証取得者と相互承認

ã

○ 不適合の是正及び報告 不適合事項があった場合、その是正処置及びその報告

ã

▽ 評価判定委員会の開催 審査報告書及び是正報告書に基づき、認証維持の可否を判定

ã

▽ 認証維持の可否を決定 判定委員会の判定結果に基づき、認証維持の可否を決定

ã

▽ 認証維持の可否を通知 認証取得者へ認証維持の可否を通知

ã

○ 認証ﾏｰｸ等の表示の継続 引き続き認証製品に認証ﾏｰｸ等を表示

○ 申請者が行う行為 ◎ 両者が行う行為 ▽ 財団が行う行為 ◇ 審査員が行う行為
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